
　市は、特殊詐欺被害を防止するため、65歳以上の人や
65歳以上の人と同一世帯の人を対象に、特殊詐欺等対策
電話機等の購入費の一部を補助します。詳細は市のホーム
ページでご確認ください。 HP 26607303

　令和6（２０２４）年度税制改正により、市県民税の定額減税が実施されま
す。実際の納税額については、6月5日発送（給与からの特別徴収の人は5月
17日に会社等宛てに発送済み）の納税通知書をご確認ください。申請不要。

減税適用後の徴収方法

▶給与からの特別徴収
6月分は徴収されず、減税適用後の税額が7月～来年5月分の11カ月で徴収

対象者
令和6年度市県民税所得割の納税義務者
※令和5年（2023年）中の合計所得金額が1805万円を超える場合は対
　象外

減税額

納税義務者本人、控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円
※控除対象配偶者と扶養親族は、原則令和5年12月31日時点の現況
　で判定し、国内に住所を有する人に限る
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和７（2025）
　年度分の市県民税において1万円の定額減税を実施

▶普通徴収
第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第２期分以降の税額から
順次控除

▶公的年金からの特別徴収
1０月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、1２月分以降の特
別徴収税額から順次控除

※複数の徴収方法に分かれる人は下記のとおりにならない場合あり

対象者

次の全てを満たす人
▷市が令和5（2023）年度に実施した「自動通話録音機の無償配付」を受
けていない▷過去に同一世帯で本補助金の交付を受けていない▷市内に
住民登録があり、居住している▷令和７年（2025年）3月31日までに65
歳以上になる、またはその人と同一世帯▷市税の滞納がない▷市や警察
から特殊詐欺等対策電話機等の貸与を受けていない

対象機器 令和5年12月13日以降に購入した、着信前自動警告機能・自動録音機能の両機能がある自動録音電話機や外付け録音機

補助金額
▷自動録音電話機…上限1万円▷外付け録音機…上限5000円
※1世帯1台。ポイント等での支払い分は対象外
※修理や点検、配送等に係る経費は対象外

必要書類

▷申請書▷機器の購入と製品名（型番など）が分かる領収書またはレシー
ト等の写し▷機器の機能が確認できるカタログや説明書の該当部分の写
し▷申請者本人の振込先口座・名義人が分かる通帳等の写し▷令和７年3
月31日までに65歳以上になる人の住所・氏名・生年月日が確認できる
本人確認書類の写し（申請者が65歳以上の人と同一世帯の人の場合は、
申請者の住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類の写しも）
※�申請書は市のホームページや地域コミュニティ推進課（市役所本庁舎７
階）、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで入手可

申請 必要書類を、来年1月31日までに同課（〒662－856７六湛寺町10－3）
へ郵送（必着）　※予算が無くなり次第終了

問 市民税課（0798・３５・３２１7）

問 地域コミュニティ推進課（0798・３５・３474）

HP 13867746

　市は、日常生活上のさまざまな問題や悩みについて、市民相談課（市役
所本庁舎1階）で相談を受け付けています。対象は市民、在勤・在学者（公
正証書相談・人権困りごと相談はどなたでも可）。相談時間は3０分程度（法
律相談と交通事故相談は２5分）。相談無料。

【市民生活相談の曜日・時間など】　　　　　　　※市外局番は≪0798≫
種別 曜日 時間 担当課

公正証書相談 第1・3水曜 午後1時～4時
（受付は3時半まで） 市民相談課

（35・3100）国・県の行政相談 第2・4水曜
午後1時～4時

登記・境界相談 第1・3木曜

建築・リフォーム相談 水曜 午前10時～正午
（受付は11時半まで）

すまいづくり
推進課

（35・3778）

不動産相談 木曜 午前9時半～正午
（受付は11時半まで）

すみかえサポート予約相談
（予約は担当課へ問合せを） 木曜 午前9時半～正午

分譲マンション管理相談 金曜 午前9時半～正午
（受付は11時半まで）空き家相談 第3金曜

人権困りごと相談 第1・3木曜 午後1時～4時
（受付は3時半まで）

人権平和推進課
（35・3320）

※同一内容の継続相談や複数回の相談利用はご遠慮いただく場合があります

相談
無料 市民生活相談

専門家が応対します

【市民生活相談の曜日・時間など】　　　　　　　※市外局番は≪0798≫
種別 曜日 時間 担当課

法律相談（予約制） 電
話
相
談
可

月・水・金曜
午後1時～4時

市民相談課
（35・3100）

交通事故相談（予約制） 水曜
家事相談
(予約優先、当日は先着順) 月・水曜 午前9時半～正午

予約受付時間
▷法律相談
当日午前9時から電話で受付。定員は各6人
※うち各2人分の枠は1週間前（閉庁日の場合はその直前の開庁日）の午前9時から予約可
▷交通事故相談・家事相談
毎週火曜（閉庁日の場合はその直前の開庁日）の午前9時から、電話で翌週分の予約
を受付。受付は前日の午後5時まで

　5月臨時市議会で、新しい議長、副議長が選ばれました。

八木議長

問 議会事務局（0798・３５・３３7３）

　平成7年（1995年）から８期当選。議長、副議長、監査委
員などを歴任。75歳。

　平成２3年（２０11年）から４期当選。監査委員、民生常任
委員会委員長、建設常任委員会委員長などを歴任。6０歳。

議長に八木 米太朗さん（会派・ぜんしん）

副議長に大原 智さん（公明党議員団）

大原副議長

決定
5月臨時市議会で

新議長・副議長が就任

６５歳
以上
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